
 5 月 23 日（水）＜雨天 5／29＞は子どもたちの楽しみにしている遠足

です。行き先は下記の通りです。新学年・新学級の新たな仲間と共に自然に

触れ合い，時には力を合わせ，時には助け合う機会を通して，より確かな仲

間意識を育めればと思います。 

 尚，天気の怪しいときは，両方の用意を 

してください。中止になった時でも給食が 

ありませんので，弁当を持たせてください。 

 ＊４・6 年は，通常授業です。 

   給食もあります。 

 
 
 
 

のお知らせ ２４日（木） ５校時（１：４０～） 

 今年度 2 回目の授業参観です。新学年にも慣れ，子どもた

ちも力を発揮することと思いますので，ぜひご来校いただ

き，子どもたちの頑張る様子を参観してあげてください。尚，参観終了後，PTA 総会

（２：５０～多目的室Ⅰ）が行われます。年度始めの大切な総会です。多数のご参加を

お願いします。 

銀行引き落とし(自動振替)のお知らせ 

 今月より給食費・預かり金・積立金などの銀行引き落としが始まります。毎月 10 日

を引き落としの日としていますのでよろしくお願いいたします。尚，今月のみ４・５月

分が 1８日に引き落とされます。詳しくは後日案内させていただきますので，残高のご

確認をよろしくお願いします。 

＜家庭訪問が始まります＞   ＜5 月は憲法月間＞ 

           

 
 
 
 
 

詳しくは各学年

のお便りで！！ 

１・2 年・・・動物園 

３年・・・大文字山 

５年・・・・岩田山 

 5 月 1 日より家庭訪問が

始まります。限られた時間で

すが，4 月からの子どもたち

の様子について話し合いた

いと思っています。 

 日本国憲法が昭和 22 年 5 月 3 日に施行され，６０年

になりました。京都市では，特にこの５月の「憲法月間」

には「日本国憲法」の大切な柱である“基本的人権の尊重”

を見つめ直す機会としています。この機会にご家庭でも考

えていただきたいと思います。 


